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エグゼクティブサマリー Executive Summary
Cosmos Newsletter on EMC & Safety 2023-08-01 No. 155

UNECE: 車両規制調和世界フォーラム(WP.29)第 190 回セッション報告書

(1/3) 
車両規制調和世界フォーラム 第 190 回会合 ジュネーブ、2023 年 6 月 20 ～ 22 日開催

 B. 1958 年協定の管理委員会 (AC.1)
XIII. 既存の規制および新しい規制の修正および修正提案 – AC.1 による投票

提出された文書に対する投票の結果は、本報告書にリストアップされている。32 件の修正およ

び 1 件の新規制が承認された。下記等が目を引く：

 既存の UN 規制の改正

No. 134 水素燃料電池自動車 Suppl. 2 to the 01 series
No. 155 サイバーセキュリティ Suppl. 2 to the original

 新 UN 規制の提案

No. [168] グローバル実走行エミッション (Global RDE)

USA: FCC: 「次世代」放送テレビ規格の許容的使用の承認
 「次世代」放送テレビ規格 ATSC 3.0 の許容的使用の承認にあたって、FCC は、ATSC 3.0 標準

必須特許 が、合理的かつ非差別的な（RAND）条件で、TV 製造会社にライセンス供与されるこ

とを期待している。FCC がそれを義務付ける規則を作成すべきかを問い、コメントを求めてい

る。

EU: 電池規制: 欧州理事会、電池と廃電池に関する新規制を採択
 従来の電池指令に代わる電池規制が欧州理事会で採択された。2023 年 7 月 28 日付け EU 官報に

て正式に公示された。

 今回の新規制は、電池をライフサイクルに亘って規制することにより、循環型経済を促進する

ことを目的としている。したがって、この規制は、回収目標と義務、材料の回収目標、生産者

責任の拡大など、寿命末期の要件を規定している。廃電池からのリチウム回収の目標も定めて

いる。

 この規制では、ラベリングと情報の要件が導入されている。導入された情報要件とは、電池の

部品とリサイクルされる含有物に関する事項、及び、電子「電池パスポート」と QR コードな

どである。

EU: 機械規制: 機械に関する欧州議会・理事会規制 2023/1230 が公示
 本機械規制は、指令から規制になったことにより、加盟国に対して直接強制力を持つ。また、

「新しい法的枠組み」（NLF）に沿った構成となっている。そして自律型移動機械（ロボッ

ト）、サイバーセキュリティや人工知能（AI）といった、新興技術に関連するリスクに対応し

た内容が盛り込まれている。附属書 I のパート A に記載の 6 カテゴリの高リスク機械は第三者

適合性評価を受けなければならない。

中国: CNCA: 《強制性製品認証実施規則－電子製品および安全付属品》を制

定: li-ion 電池関連
 中国 CNCAは、《強制性製品認証実施規則－電子製品および安全付属品》（CNCA-C09-01：

2023）を制定した。本別紙第 13 項にリチウムイオン li-ion セルおよびバッテリーパックが掲載

された。認証のため依拠する規格は GB 31241 である。

経済産業省: 消費生活用製品の安全確保に向けた検討会 報告書
 安全確保に向けた今後の取り組み方向が述べられている。又、ここには製品安全の現状に関す

る統計、国内法の現状概要、及び海外の法制の概要等が述べられており大変参考になる、皆様

のご一読をお勧めします。
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IEC: 規格解説: CISPR 16-1-6 第 1 版 修正 1、修正 2: EMC アンテナの校正(2/2)

Summary
CISPR 16-1-6 第 1.0 版 (2014-12) 無線妨害およびイミュニティ測定装置および方法の仕様 – パート

1-6: 無線妨害およびイミュニティ測定装置 – EMC アンテナ校正について、修正 1(2017-01)と、修正

2(2022-03)が発行されている。その主な内容を解説する。

I. CISPR 16-1-6 第 1.0 版の修正 1(2017-01)
アンテナの最重要パラメータである放射パターンについて、その詳細な測定法を説明する附属文

書 I が、追加された。ここでは 1 GHz を超える周波数範囲でのアンテナの放射パターンの測定方

法、及び、測定の不確かさバジェットが説明されている。

試験のセットアップでは、2 つの主要な配置システム、即ち、分散軸方式と複合軸方式が、球状

アンテナ パターンの 試験を実行する既知の方法に基づいて、定義される。

II. CISPR 16-1-6 第 1.0 版の 修正 2(2022-03)
「5 周波数範囲 9 kHz ～ 30 MHz の校正方法」項での変更

「5.2 ループアンテナの校正」中に、今回以下三項の校正法が追加された。

5.2.3 三アンテナ法 (TAM)
TAM を使用したアンテナ 校正では、3 つのアンテナ ペアを形成するために 3 つのアンテナが

必要である。TAM では、3 つのアンテナのいずれについても、AF を事前に知っておく必要は

ない。

5.2.4 電流プローブ法（CPM）

電流プローブ法（CPM）校正では、計算可能な磁界強度 H がシングル ターンの非シールド円

形ループ アンテナから放出され、これが被校正ループアンテナ(AUC )に誘導電圧 V を生じさせ

ることを利用する。

5.2.5 標準アンテナ法

標準アンテナ法は、3 番目のアンテナも電流プローブも必要ないため、実施が簡単である。ト

レーサビリティは、事前に校正されたアンテナの使用に基づいている。

CISPR 16-1-6  第 1.0 版 (2014-12) 無線妨害およびイミュニティ測定装置および方法の仕様 – パート

1-6: 無線妨害およびイミュニティ測定装置 – EMC アンテナ校正

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-6: 
Radio disturbance and immunity measuring apparatus – EMC antenna

（以下解説文で、ローマン体（立体）は規格本体のテキストそのものであり、斜体は編集人によるテキストである）

本規格について、修正 1(2017-01)と、修正 2(2022-03)が発行されている。その主な内容を解説する。

II. CISPR 16-1-6 第 1.0 版の 修正 2(2022-03)
2 規範的参照での変更

次の新しい参照を既存のリストに追加する: CISPR 16-1-2, 、CISPR 16-1-4:2019,

3 用語定義略語での変更

3.2 略語

次の新しい略語を既存のリストに追加する。

CPM 電流プローブ法(current probe method)
SFM 標準フィールド法(standard field method)

5 周波数範囲 9 kHz ～ 30 MHz の校正方法
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コスモス・コーポレイション: 自動車部品の耐水試験についてのご案内
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社長の独り言

2023 年 7 月 20 日

濱口 慶一

弊社は第 36 期を終え、第 37 期に入りました。第 36 期では新型コロナウイルス感染症の流行が収

まらないなど、大きな負の出来事もありましたが、なんとか事業税を納めることのできる数値を出す

ことができました。

以前にも触れましたが、ISO/IEC 17065（適合性評価－製品、プロセス及びサービスの認証を行う

機関に対する要求事項）の 4.2.6 項にて、認証機関は依頼者へのコンサルティングの申出又は提供を

行ってはならない旨が規定されています。これはあくまでも認証を希望する製品に対してであり、コ

スモス以外の認証機関への申請物に対しての規格の適否の判断を禁止しているものではないと考えま

す。長岡技術科学大学在学中に、某機関がコンサルティングをしているという話を聞きました。

元 ISO/CASCO 国内委員会委員長の住本守氏（故人）が編集委員長を務めた同規格の解説書では、

“コンサルティング”とカタカナ表記にしていますが、ISO/IEC 17065 は英語で記載されているの

で、コンサルティングを日本語に訳した“技術指導”などの翻訳後で理解運用しないようにとの配慮

だと私は理解しています。

長岡技大に学んだことで、製品安全認証や評価業務、業務を通しての業界の色々な面がみえてきま

した。これからは今まで明確にお客様にお伝えできなかったことですが以下の様に私が活動させてい

る業界を今は分析し、これから対応して行こうと強い決意を持ちました。

１、 経済安全保障の立場から、特定の NRTL マークが米国では強制だといった誤解を与えない

ように正確な情報を提供していきます。

２、 お客様の多くは企業の製品開発・設計に従事しています。製品の開発・設計に携わる方は、

所属企業、場合によっては販売者に対しての損失（製造物責任法などの訴訟など）を可能な限り低減

することが技術者倫理として求められていると考えます。この点からお客様に対して良い認証が提供

できるよう、製品認証技術や評価技術を磨いていきたいと考えています。

３、 今まで外国機関中心での製品認証業務でしたが、日本の民間企業としての真の第三者認証

機関に成長するためにも、民間企業の第一の目標の“より良いサービスを、適切なコストで、確実な

納期で提供する”を大目標としてコスモスを運営していきます。

先日、某機関の理事長の方にご挨拶にうかがい、さまざまな意見交換をさせていただきました。日

本の先輩諸機関と、日本国民への安全安心を確保するため、定期的に意見交換できる機会ができれば

と願っています。

趣味の養蜂ですが、現在２群が活動しています。異常な暑さでまいらないかの心配はあるのですが、

どちらも成長し始めています。

コロナ禍はまだまだ終息していません、気を抜かないで活動していきましょう。
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 ニュースレターの内容
本誌は、EMC、安全、及び省エネ (EMC, Safety and Energy Conservation ) 分野に係り、世界の主要機関
/地域により実施されかつ電気電子製品デバイスに適合が求められている規格/法規制について、その
関連情報を、お届けいたします。
重要情報を幅広く調査、収集、かつ、要約して掲載し、当該分野の最新情報、潮流をすばやく捉える
ことができるようにいたします。情報源を明示しますので、貴殿の関心により、更に深い調査が可能
です。
本誌は各国への技術法規適合製品を試験 認証開発管理される部門の方にとり必読の内容です。
- 対象機関/地域: IEC 等国際機関、並びに、FCC, UL を含む米国、EU 及び UK, CENELEC, CEN を含む
欧州、その他オセアニア、及び日本を含むアジアの各地域

- 情報源: カバー対象の機関、地域の Web site、或は情報サービス。又、ご協力のご同意を頂いた日本
国内及び米国・欧州・中国・韓国・台湾などの当該分野権威者から提供された情報。

 本誌購読のお申し込み方法
コスモス・コーポレイション CS 部（カスタマーサービス部）まで Yamashita-jun@cosmos-corp.com

Tel 0598-30-5225 Fax 0598-30-5571
- 発行：年間 11 回発行。各号 A4 版、40ページ前後。
- 価格：各号 2,000 円 (年間購読の場合 1 年 11,000 円)(消費税込)

 本誌の内容案内、ご購読案内は、https://www.safetyweb.co.jp/services/other/publication/


